
＜病院事業＞ 

○ 公立病院改革の推進について ･･･１ 

○ 病院事業債（特別分）の対象とな

る再編・ネットワーク化の要件 

･･･２ 

○ 公立病院等に対する特別交付税措

置について 

･･･３ 

○ 「地域医療の確保と公立病院改革の

推進に関する調査研究会」関係資料 ･･･４

＜下水道事業＞ 

○ 高資本費対策の要件見直し ･･･７ 

＜その他の事業＞ 
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における財政負担リスク限定の取組 

･･･８ 
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１
．
新
公
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン
策
定
の
要
請

ⅰ
）

策
定

時
期

地
域
医
療
構
想
を
踏

ま
え
つ
つ
、
平

成
2
8年

度
ま
で

ⅱ
）
プ
ラ
ン
の

期
間

策
定
年
度
～
平
成

3
2年

度
を
標
準

ⅲ
）
プ
ラ
ン
の

内
容

以
下
の
４
つ
の
視
点
に
立

っ
た
取
組

を
明

記

２
．
都

道
府
県
の
役
割
の
強
化

○
再

編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

へ
の
積
極
的
な
参
画
、
新

設
・建

替
へ

の
チ
ェ
ッ
ク
機
能

の
強
化

を
図

る
べ
き

※
プ
ラ
ン
策
定
後
、
医
療
介

護
総

合
確

保
推

進
法
に
基
づ
く
協

議
の

場
の
合

意
事
項

と
齟
齬
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
プ
ラ
ン
を
修
正
す
べ
き

地
域

医
療
構
想
を
踏
ま
え
た
役

割
の

明
確

化

再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

経
営
形
態
の
見
直

し

経
営
の
効
率
化


「
新

公
立

病
院

改
革

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平

成
2
7
年

3
月
）
に
基
づ
き
新
公

立
病
院

改
革

プ
ラ
ン
の

策
定

を
要

請
。


医

療
提

供
体

制
の

改
革

と
連

携
し
て
公
立

病
院

の
更

な
る
経

営
効

率
化

、
再

編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

等
を
推

進
。

・
将

来
の

機
能

別
の
医
療
需
要
・
必
要
病
床
数
が
示
さ
れ

る
地

域
医

療
構
想
と
整
合
性

の
と
れ

た
形

で
の

当
該
公
立
病
院
の
具
体
的
な
将
来
像
を
明

確
化

・
地

域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
て
果
た
す
べ

き
役
割

を
明
確
化

等

・
病

院
間

で
機

能
の
重
複
・
競
合
が
見
ら
れ
る
病
院
、
病

床
利
用

率
が

低
水

準
の

病
院

等
、
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
引

き
続
き
推

進
（
公

的
・
民

間
病

院
と
の
再
編
等
を
含
む
）

等

・
公

立
病

院
が

担
う
役
割
を
確
保
し
つ
つ
、
黒
字
化
を
目
指
し
て
、

経
常

収
支

比
率
等
の
数
値
目
標
を
設
定
し
、
経
営

を
効

率
化

・
医

師
等

の
人

材
確
保
・
育
成
、
経
営
人
材
の
登
用
等
に
留
意
し
つ
つ
、

経
費

削
減

・
収

入
増
加
等
の
具
体
的
な
取
組

を
明
記

等

・
民

間
的

経
営

手
法
導
入
等
の
観
点
か
ら
、
地
方
独
立
行
政
法
人
化
、

指
定

管
理

者
制

度
導
入
、
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
、
民
間
譲
渡
等

経
営

形
態

の
見

直
し
を
引
き
続
き
推
進

等

３
．
主
な
地
方
財
政
措
置

（
１
）
再

編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
へ
の
財
政
措
置

通
常
の
整
備

・
・
・
・
・

2
5
%
地
方
交
付
税
措
置

再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
伴
う
整
備
（
＝
特
別
分
）

・
・
・
・
・

4
0
%
地
方
交
付
税
措
置

（
２
）
不

採
算

医
療

・
特
殊
医
療
等
に
対
す
る
特
別
交
付

税
措
置

公
立

病
院

改
革

の
推

進
に

つ
い

て

【
特

別
分

の
要

件
：
以

下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
】

①
複

数
病

院
の

統
合
⇒
原
則
と
し
て
整
備
費
全
額
が
対
象

②
相

互
の

医
療

機
能
の
再
編
の
い
ず
れ
か
に
該
当
⇒
再
編
に
係
る
経
費
の
み

•
公
立

病
院

に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
特
別

交
付

税
措
置

：病
床

数
等

に
単

価
を
乗
じ
た
額
と
一
般
会
計
等
か
ら
の
繰
出
額
に
措
置
率
（8
割
）
を
乗
じ
た
も

の
と
を
比

較
し
て
低

い
額

（財
政

力
補
正
あ
り
）
に
措
置

•
公

的
病

院
等

へ
の
助
成
に
対
す
る
特
別
交

付
税

措
置

：
公

立
病

院
に
準

じ
て
措

置

1



②
相

互
の

医
療

機
能

の
再

編
○

機
能

分
担

に
よ
る
病

床
規

模
又
は
診
療
科
目
の
見
直
し
を

伴
う
こ
と
が

必
要

。
○

経
営

主
体

が
統

合
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

再
編
に
係
る
経
費
の

み
が

対
象

対
象
経
費
の
例
：

遠
隔
医
療
機
器
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
統
合
整
備
費
、
高
度
医
療
施
設
、
高
度
医

療
機
器
な
ど

※
た
だ
し
、
経

営
主

体
の

統
合
を
伴

わ
な
い
場
合
で
も
、
以
下
に
掲
げ
る
全
て
の

取
組

が
行

わ
れ

て
い
れ

ば
再

編
に
係

る
経
費
を
対
象
と
す
る
。

・
機
能
分
担
に
よ
る
病
床
規
模
又
は
診
療
科
目
の
見
直
し

・
共
同
購
入
等
に
よ
る
医
薬
品
、
診
療
材
料
等
の
効
率
的
調
達

・
医
師
の
相
互
派
遣
に
よ
る
協
力
体
制
の
構
築

・
医
療
情
報
の
共
有
等
に
よ
る
医
療
提
供
の
連
携
体
制
の
構
築

病
院

事
業

債
（
特

別
分

）
の

対
象

と
な

る
再

編
・

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
化

の
要

件

新
公

立
病
院

改
革
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
公

立
病

院
等
の

再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

に
係

る
施

設
・
設
備
の
整
備
に
つ
い
て
、
病

院
事

業
債

（特
別
分

）を
措
置
。

病
院
事
業
債
の
特
別
分
の
対
象
：
元
利
償
還
金
の

40
％
を
普
通
交
付
税
措
置
〈
特
別
分
〉

①
複

数
病

院
の

統
合

○
関

係
す
る
複

数
病
院
が
、
統
合
に
よ
り
１
以

上
減
と

な
る
こ
と
が

原
則
。

○
経

営
主

体
も
統

合
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

原
則
と
し
て
整

備
費

全
額

が
対
象

病
院

事
業

債
（
1
0
0
％

）

4
0
%

元
利
償
還
金
に
応
じ
て
算
入

病
院
事
業
債
（
1
0
0
％
）

2
5
%

元
利
償
還
金
に
応
じ
て
算
入

（
参
考
）
通
常
の
整
備
に
対
す
る
病
院
事
業
債
の
ス
キ
ー
ム

2



公
立

病
院

及
び

公
的

病
院

等
に

対
す

る
特

別
交

付
税

措
置

に
つ

い
て

公
立

病
院

一
般

会
計

繰
出

金 特
別
交
付
税

低
い
額

を
措
置
（
財
政
力
補
正
あ
り
）

不
採
算

地
区

病
院

病
床

数
×

単
価

等

基
準
額

不
採

算
地

区
病
院
、
結
核
、
精
神
、
感
染
症
、
周
産
期
、
小
児
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
専

門
病

院
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
、
小
児
救
急

繰
出
金
額

×
０
．
８

【
公

的
病

院
等

】
以

下
の

公
益

法
人
等

が
設
置
・
運

営
す
る
病

院
日
本
赤
十

字
社
、
済
生
会
、
厚

生
連
、
北
海
道
社
会
事
業
協
会
、

公
益
財
団

法
人
、
公
益
社

団
法

人
、

社
会
福
祉

法
人
、
学
校
法
人

、
社
会
医
療

法
人
、
健
康
保

険
組

合
、

公
立
学
校

共
済
組
合
、

国
家
公
務

員
共
済
組
合
連
合
会

自
治

体

公
的

病
院

等
自

治
体

補
助

金 特
別
交
付
税

低
い
額

を
措
置
（
財
政
力
補
正
あ
り
）

不
採
算

地
区

病
院

病
床

数
×

単
価

等

基
準
額

不
採

算
地

区
病
院
、
結
核
、
精
神
、
感
染
症
、
周
産
期
、
小
児
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
専

門
病

院
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
、
小
児
救
急
、
救
急
告
示
病

院

補
助
金
額

×
０
．
８

3



「
地

域
医

療
の

確
保

と
公

立
病

院
改

革
の

推
進

に
関

す
る
調

査
研

究
会

」
に
お
け
る
検

討
の

進
め
方

（
案

）
①

1.
医

療
提

供
体

制
改

革
と
連

携
し
た
公

立
病

院
改

革

H
19

.1
2

公
立

病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

①
H

20
年

度
～

各
公

立
病
院
で
公
立
病
院

改
革

プ
ラ
ン
を
策

定
・
実
行

○
経
営
の
効
率
化
：
数
値
目
標
の
設
定

○
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
：
経
営
主
体
の
統
合
・
病
院
機
能
の
再
編

○
経
営
形
態
の
見
直
し

（
公

営
企

業
全

部
適
用
、
地
方
独
立
行
政
法
人
化
、
指

定
管
理

者
の
導

入
）

②
地

方
財

政
措

置
●

効
率
化
・再

編
等
へ

重
点

化
●

へ
き
地
・
不
採
算
診
療

へ
重
点

化

地
域

医
療
の
確
保
（厚

生
労
働
省
）

H
27

.4
 医

療
介

護
総
合
確
保
推
進
法

施
行

公
立

病
院
の
経
営
効
率
化
・再

編
（
総
務

省
）

医
療

提
供
体
制
の
改
革
を
推
進
中

（都
道

府
県
）

○
地

域
医

療
構

想
（H

28
年
度
中
に
策
定
）

高
度
急
性
期
・
急

性
期
・
回
復
期
・
慢
性
期
ご
と
に

20
25

年
の

医
療
需
要
・
病
床
の
必
要
量
・
目
指
す
べ
き
医
療
提
供
体
制

等
を
規
定

○
地

域
医

療
構

想
調
整
会
議
（
都
道
府
県
）

○
医

療
介

護
総

合
確
保
基
金
（
都
道
府
県
）

（
国

2/
3・

都
道
府

県
1/

3拠
出
）

H2
7.

3
新

公
立

病
院

改
革

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

①
各

公
立

病
院

：地
域
医
療
構
想
の
策
定
状

況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
新
公

立
病
院

改
革
プ
ラ
ン
を

H
28

年
度
中
に
策
定
（推

進
中
）

○
経
営
の
効
率

化
：
数
値
目
標
の
設
定

○
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
：
経
営
主
体
の
統
合
・
病
院
機
能
の
再
編

○
経
営
形
態
の

見
直
し

（
公

営
企

業
全
部
適
用
、
地
方
独
立
行
政
法
人
化

、
指

定
管
理

者
の
導

入
）

○
地

域
医

療
構

想
を
踏
ま
え
た
役
割
の
明
確
化

（
病
床
機
能
・
地
域
包
括
ケ
ア
構
築
等
を
明
確
化
）

②
地

方
財

政
措

置
の
見
直
し

(H
27

年
度
～
）

○
再

編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
伴
う
病
院

事
業
債

：財
政

措
置

を
重

点
化

（
40

%
地
方
交
付
税
措
置
⇔
通
常
分

25
%
）

○
特

別
交

付
税
措
置
の
重
点
化

(H
28

年
度

～
）：
措
置

率
8割

の
導

入
、
財

政
力

に
応

じ
た
算
定

等

＋

4



○
新
た
な
公

立
病

院
の

役
割

に
応
じ
た
再

編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

【
研

究
会

で
の

議
論

に
お
い
て
念

頭
に
置

く
べ

き
論

点
（
案

）
】

1.
地

域
医
療
構

想
を
踏

ま
え
た
、
医
療
圏

域
内

で
の
公

立
病
院

の
役
割

の
明
確

化

○
国
立
・
公

的
・
民

間
病

院
を
含
む
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

2.
研

究
会

の
検

討
内

容

前
改

革
プ
ラ
ン
に
基

づ
く
取
組
の

検
証
か

ら
今
後

の
経
営

改
革
推

進
に
お
け
る
課

題
を
抽

出
地

域
医

療
を
確

保
す
る
実
効
性
あ
る
改

革
に
資
す
る
施
策

の
在

り
方

を
検

討

「
地

域
医

療
の

確
保

と
公

立
病

院
改

革
の

推
進

に
関

す
る
調

査
研

究
会

」
に
お
け
る
検

討
の

進
め
方

（
案

）
②


地
域
医
療
確
保
の
た
め
に
必
要
な
施
策
の
在
り
方


新

公
立
病
院
改
革
の
推
進
に
資
す
る
施
策
の
在
り
方

な
ど

○
医
師
確
保

・
偏

在
是

正
の

取
組

○
不
採
算
地

区
病

院
や

小
児

医
療
等

に
対
す
る
地
方

財
政
措

置
の
重

点
化

2.
こ
れ
ま
で
の
医

療
施

策
や

地
方

財
政
措
置

の
効
果

○
経
営
形
態

見
直

し
（
全

部
適

用
・
地
方
独
法
・
指
定
管
理

者
）
の
導
入

が
困

難
な
理

由
の

抽
出

3.
持
続
可
能
性

の
あ
る
病

院
経

営
の
検
討

○
各
病
院
の

取
組

項
目

の
分

析

○
病
院
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

あ
り
方

の
検
討

5



時
期

（
見

込
み

）
主

な
議

題
（
案

）

第
１
回

H
2
8
.9

.1
3

〈
公

立
病
院
の

現
状

と
課
題

及
び
今

後
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
〉

○
公
立
病
院

の
現

状
と
課

題
、
新

公
立
病

院
改
革

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

内
容

説
明

○
フ
リ
ー
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
回

H
2
8
.1

1

〈
医

療
現
場
の

抱
え
る
問
題

点
〉

○
公
立
病
院

関
係

者
（
大

・
中
・
小

規
模
病

院
）委

員
か
ら
の

説
明
：
医

療
現
場

の
抱
え
る
問
題
点
、
現
場
視
点
に
立
っ
た

改
善
策

な
ど

○
意
見
交
換

第
３
回

H
2
9
.1

.1
9

〈
公

立
病
院
の

抱
え
る
地
域

間
格
差

や
構
造

的
問
題

〉

○
公
立
病
院

関
係

機
関

委
員

か
ら
の

説
明
：
公

立
病
院

の
抱
え
る
構
造

的
問
題
・
地
域
間
格

差
の
実
態
及
び
そ
の
是

正
に

向
け
た
方
策

な
ど

○
意
見
交
換

第
４
回

H
2
9
.3

〈
議

論
の
整
理

及
び
国

の
施

策
の
展

望
〉

○
第
２
回
、
３
回

の
論

点
を
全
体

像
に
盛

り
込
ん
だ
上

で
、
検

討
内
容

の
再
整

理
○
委
員
か
ら
補

足
的

説
明

・
助

言

第
５
回

H
2
9
.5

〈
報

告
書
作
成

に
む
け
た
と
り
ま
と
め
①

（総
論
）
〉

○
委
員
か
ら
の

意
見

を
踏

ま
え
た
地
域

医
療
の

確
保
及

び
公

立
病

院
改

革
の
推
進
策
（
地
方
財
政
措
置
を
含
む
）に

つ
い
て

の
方
向
性

等
の

整
理

第
６
回

H
2
9
.7

〈
報

告
書
作
成

に
む
け
た
と
り
ま
と
め
②

（各
論
）
〉

○
報
告
書
素

案
の

提
示

○
報
告
書
作

成
に
向

け
た
各

論
の
整

理

第
７
回

H
2
9
.9

〈
報

告
書
と
り
ま
と
め
〉

○
最
終
報
告

書
（
案

）
の

と
り
ま
と
め

研
究

会
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

（
案

）
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３
．
改

正
予
定

２
．
現
行

公
費

負
担

額
（繰

出
基
準
額
）

法
適

用
事
業

法
非
適
用
事
業

資
本
費
単
価

（
円
）

公
費

負
担
率

(%
)

資
本
費
単
価

（
円
）

公
費

負
担
率

(%
)

基
準

値
以

上
基

準
値

の
1.

5倍
未
満

（
52

～
78
）

80
基
準
値
以
上

基
準
値
の

1.
5倍

未
満

（
52

～
78

）
80

基
準

値
の

1.
5倍

以
上

基
準

値
の

3倍
未

満
（

78
～

15
6）

85
基
準
値
の

1.
5倍

以
上

基
準
値
の

6倍
未
満

（
78

～
31

2）
85

基
準

値
の

3倍
以

上
（

15
6～

）
95

基
準
値
の

6倍
以
上

（
31

2～
）

95

高
資
本
費
対
策
の
概
要
（
平
成

2
8
年
度
）
と
今
後

の
改
正
予
定

・
使

用
料

単
価

が
全

国
平

均
(1

39
円

)の
1.

5倍
以

上
→

1.
0

（
割

落
と
し
ナ
シ
）

・
使

用
料

単
価

が
15

0円
～

全
国

平
均

の
1.

5倍
未

満
→
β÷

20
9

（
割

落
と
し
ア
リ

0.
73

～
1.

0）

建
設
改
良
費

が
割

高
な
た
め
資

本
費
が

高
額

な
下
水

道
事
業

に
お
い
て
、

資
本
費
負
担

の
軽

減
を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
経

営
の
健

全
性

を
確
保
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、

資
本
費
の
一

部
を
繰

り
出

す
と
と
も
に
、
交
付

税
措
置

を
講
じ
る
も
の

有
収

水
量

資
本
費
単
価
の
う
ち

基
準
値
（
全
国
平
均
）

を
上
回
る
分

α
－

52
 

公
費

負
担

率

80
%

  o
r

85
%

  o
r

95
%

   
   

使
用

料
単

価
に
よ
る
割
落
し

1.
0 

 o
r

(β
÷

20
9)

１
．
現

行
要
件

供
用
開
始
後
３
０
年
未
満

の
下

水
道

事
業

（
特

定
公
共

下
水
道

・流
域

下
水

道
を
除
く
。
）
の
う
ち

次
の

要
件
を
満
た
す
も
の
に
対
し
て
、
下

記
の
算

式
に
基

づ
き
公

費
負
担

額
を
算
出

・
資

本
費
単
価

（
α
）

基
準
値
＝

全
国

平
均

(5
2円

/㎥
(H

26
)）
以

上

・
使

用
料
単
価

（
β

）
15

0円
/㎥

（
月

3
,0

0
0円

/2
0㎥

）以
上

（
法
適
用
事
業
：
消
費
税
抜
き
、
法
非
適
用
事
業
：
消
費
税
込
み
）

【
平
成

29
年
度
か
ら
の
改
正
】

①
経
営
戦
略
の
策
定

の
要
件
化

【
平
成

30
年
度
以
降

の
改
正
を
検
討
】

②
供
用
開
始

30
年
未

満
要
件
の
見
直
し

③
減
価
償
却
費
を
基
礎
と
し
た
資
本
費
単
価
の
算
定

④
使
用
料
単
価
要
件

に
用
い
る
使
用
料
収

入
を
消
費
税
抜
き
で
統
一

②

③ ④

③
④

×
×

×

③
③

④ ④
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観
光
施
設
事
業
及
び
宅
地

造
成

事
業
等

に
お
け
る
財

政
負
担

リ
ス
ク
限
定
の
取
組
に
つ
い
て

(1
)
地

方
公
共
団
体
が

公
営

企
業

に
よ
り
実

施
す
る
の

で
は

な
く
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
、
法

人
格

を
別
に
し
て
事

業
を
実

施
す
る
こ
と
。

(2
)
事
業
自
体
の
収

益
性

に
着

目
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
考

え
方
に
よ
る
資

金
調
達

を
基

本
と
す
る
こ
と
。

(3
)
法
人
の
債
務
に
対

し
て
地

方
公

共
団

体
に
よ
る
損
失

補
償
は

行
わ

な
い
こ
と
。

(4
)
法
人
の
事
業
に
関

し
て
、
地

方
公

共
団

体
に
よ
る
公
的
支

援
（
出

資
・
貸
付
け
・
補
助
）
を
行

う
必
要

が
あ
る
場

合
に
は

、
公

共
性
、

公
益
性
を
勘
案

し
た
上

で
必

要
最

小
限

の
範
囲
に
と
ど
め
る
こ
と
。

(5
)
既
存
の
観
光
施

設
事

業
及

び
宅

地
造

成
事
業
並

び
に
こ
れ

ら
以

外
の
事

業
に
つ
い
て
も
、
地
方
公

共
団

体
の

財
政

負
担

の
リ
ス

ク
を
限
定
す
る
観

点
か

ら
、
適

切
に
対

処
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
。

①
基

本
的
な
考

え
方

・
公
営
企
業
の
中
で
、
観

光
施

設
事

業
及

び
宅

地
造

成
事
業

は
、
必
ず
し
も
住

民
生
活
に
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
も
の

で
は

な
く
、
ま

た
、
社

会
経
済
情
勢

の
変

化
等

に
よ
る
事

業
リ
ス
ク
が

相
対
的

に
高
い
事

業
。

・
事
業
の
採
算
性
が

著
し
く
悪

化
し
た
場

合
、
累

積
し
た
赤

字
を
公
費
（
税
金
）
で
処

理
す
る
こ
と
に
な
り
、
住

民
生

活
に
必

要
不

可
欠

な
公

共

サ
ー
ビ
ス
の
縮
小
や

住
民

負
担

の
増

大
に
つ
な
が

る
恐

れ
が
あ
る
た
め
、
財

政
負
担

リ
ス
ク
の

限
定

を
図

る
取

組
が

必
要

。

②
地

方
債

の
取

扱
い
（平

成
24
年
度
～
）

原
則
と
し
て
、
新
規
事
業

（
新

た
に
企

業
会

計
を
設
置
し
事
業

を
開
始
す
る
場

合
、
大
規

模
改
築

を
行

う
場

合
等

経
営

実
態

が
大

き
く
異

な
る
場

合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は

、
当

該
事

業
に
係

る
起

債
予
定
額

の
総
額

が
一
定

の
基
準

未
満
（
※

）
で
あ
る
事

業
を
同

意
等

の
対

象
と
す
る
。

＜
取

組
の

背
景

・
趣

旨
＞

＜
取

組
内

容
＞

（
平
成
２
３
年
１
２
月
２
８
日
付
け
総
務
副
大
臣
通
知
等
の
概
要
）

（
※
）
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
値
が

25
％
未
満
で
あ
る
こ
と

A B
＋

当
該
団
体
の
実
質
公
債
費
比

率

A
当
該
事
業
に
係
る
起
債
予
定
額
の
総
額
（
償
還
時
の
特
定
財
源
を
除
く
。
）

B
当
該
年
度
の
前
年
度
の
標
準
財
政
規
模
の
額
か
ら
算
入
公
債
費
等
の
額
を
控
除
し
た
額

公
的
支
援
（
出
資
・
貸
付
け
・
補
助
）
の
場
合

は
、
記
号

Aに
損
失
補
償
契
約
に
係
る
債
務

を
加

え
る
。
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